
都市６－１ 

不利益処分の内容 違反建築物に対する是正命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第９条第１項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 違反建築物に対する是正命令については、建築物又は建築物の敷地が、法又はこれに基づく命令

若しくは条例の規定に違反している場合に、違反建築物の建築主、工事の請負人（請負工事の下請

人を含む｡）若しくは現場管理者若しくは占用者のうち当該命令を履行する権限を有するものに対

し、相当の猶予期限を付けて行うことができることとされている。命令の内容は、工事の施工の停

止、除却、移転、改築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等で法の規定に適合したものとするた

めの最小限必要な範囲のものである。 
 ここで、「相当の猶予期限」とは、個々の具体的な内容に応じ移転・整理に要する期間や工事に要

する期間などを考慮し、社会通念上必要な期間を設定する。 

 

都市６－２ 

不利益処分の内容 緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第９条第７項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 緊急の必要がある場合の仮の使用禁止又は使用制限命令については、建築物又は建築物の敷地が、

法又はこれに基づく命令若しくは条例の制定に違反し、かつ、緊急の必要がある場合に、違反建築

物の建築主、工事の請負人（請負工事の下請人を含む｡）若しくは現場管理者又は違反建築物若しく

は建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者のうち当該命令を履行する権限を有するものに対

して行うことができることとされている。 
 命令の内容は、使用禁止又は使用制限で法の規定に適合したものとするための最小限必要な範囲

のものである。 
 ここで、「緊急の必要がある場合」とは、措置通知、意見書の提出、意見の聴取という手続に相当

の日時を要するので、その間に違反建築物に人が入居し使用したりすると、その後の是正などに困

難が生じたり入居者に損害を与えたりすることになる場合のことである。 

 



都市６－３ 

不利益処分の内容 緊急時の違反建築工事に対する施工停止命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第９条第 10 項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 
 緊急の場合の工事停止命令については、修繕又は模様替えの工事中の建築物が、法又はこれに基

づく命令若しくは条例の規定に違反することが明らかな場合に、緊急の必要があって法第９条第２

項から第６項までに定める手続によることができない場合に限り、建築主又は工事の請負人（請負

工事の下請人を含む｡）若しくは現場管理者に対して行うことができることとされている。 
 命令の内容は、工事の施工の停止で法の規定に適合したものとするための最小限度必要な範囲の

ものである。 
 ここで、「違反することが明らかな場合」とは、意義をさしはさむ余地がないほどに違反事実の存

在が公然明白である場合をいい、「緊急の必要がある場合」とは、法第９条第２項から第６項までの

手続を経て工事施工の停止を命じていたのでは、その実効性を確保できないほどに時間的余裕がな

い場合をいう。 

 

都市６－４ 

不利益処分の内容 保安上危険な建築物に対する措置命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 10 条第２項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 17 年６月１日 

処 分 基 準 

１ 第６条第１項第１号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備（い

ずれも第３条第２項の規定により第２章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用

を受けないものに限る｡）について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく

保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建

築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて必要な措置を

勧告することができるとされており（法第 10 条第１項）、正当な理由がなくこの勧告に係る措置

をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは相当の猶予期限を付けてその勧告

に係る措置をとることを命ずることができるとされている。命令の内容は、当該建築物の除却、

移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置で、

敷地に対しては使用禁止又は使用制限を含む保安上又は衛生上必要な最低限の措置である。ここ

で「著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがある」とは、危険若しくは

害の恐れが現実にある場合で、かつ、その危険又は害が現実化した場合には、その危険又は害が

軽微でないと認められることをいう。具体的には、当該建築物又は敷地を直接に利用する者はも

ちろん付近の住民、通行劣等を基準として判断する。 
２ 「既存不適格建築物に係る勧告・是正命令制度に関するガイドライン」（平 17 年６月１日付け

国住指 667 号国土交通省住宅局長通知別添１）の基準に適合していること。 

 



都市６－５ 

不利益処分の内容 保安上危険な建築物に対する除却命令等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 10 条第３項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 保安上危険な建築物の除却命令等については、建築物の敷地、構造又は建築設備が法第３条第２

項の規定により法第２章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの

（いわゆる既存不適格建築物）が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める

場合に、当該建築物又は敷地の所有者、管理者又は占有者のうち当該命令を履行する権限を有する

ものに対して相当の猶予期限をつけて行うことができることとされている。 
 命令の内容は、建築物に対しては除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限

その他保安上又は衛生上必要な措置で、敷地に対しては使用禁止又は使用制限を含む保安上又は衛

生上必要な最低限の措置である。 
 ここで「著しい」とは、現実に危険若しくは害があり、又はそのおそれが現実にある場合で、か

つ、その危険又は害が現実化した場合には、その危険又は害が軽微でないと認められることをいう。

具体的には、当該建築物又は敷地を直接に利用する者はもちろん付近の住民、通行者等を基準とし

て判断する。 

 

都市６－６ 

不利益処分の内容 保安上危険な建築物に対する仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 10 条第４項（第９条第７項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 
                       
 

           変更日 平成 17 年６月１日

 



都市６－７ 

不利益処分の内容 緊急時の危険建築物に対する仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 10 条第４項（第９条第７項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 

都市６－８ 

不利益処分の内容 私道の変更又は廃止の制限 

根拠法令及び条項 建築基準法第 45 条第１項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

１ 法 43 条の規定に適合しない敷地を生じるとき。 
２ 廃止申請が指定申請の手続き規定に準じているような場合には、廃止する私道部分の関係権利

者の承諾がないとき。 
３ 一体の私道の一部を廃止する場合で、道路として残る部分の形状が、法施行令 144 条の４に規

定する「道に関する基準」に適合しなくなるとき。例えば、通り抜け道路の一部を廃止すること

により、残りの部分の延長が 35 メートルを超え、かつ、転回広場がないときなど。 

 



都市６－９ 

不利益処分の内容 危害防止のための除却等措置命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 87 条の２（第 90 条第３項準用） 

担  当  課 建築指導課 処分権者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第１項の「違反建築物に対する是正命令」の処分基準を準用する。 

 

都市６－10 

不利益処分の内容 緊急時の使用禁止、使用制限命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 87 条の２（第 90 条第３項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 



都市６－11 

不利益処分の内容 危害防止のための工事停止命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 87 条の２（第 90 条第３項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第 10 項の「緊急時の違反建築工事に対する施工停止命令」の処分基準を準用する。 

 

都市６－12 

不利益処分の内容 工事中の建築設備に係る措置命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 87 条の２（第 90 条の２第１項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第 90 条の２第１項の「工事中の特殊建築物に係る措置命令」の処分基準を準用する。 

 



都市６－13 

不利益処分の内容 違反煙突等に対する是正命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第９条第１項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第１項の「違反建築物に対する是正命令」の処分基準を準用する。 

 

都市６－14 

不利益処分の内容 緊急時の違反煙突等に対する仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第９条第７項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 



都市６－15 

不利益処分の内容 緊急時の違反煙突等に対する施工停止命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第９条第 10 項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第 10 項の「緊急時の違反建築工事に対する施工停止命令」の処分基準を準用する。 

 

都市６－16 

不利益処分の内容 保安上危険な煙突等に対する除却命令等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第 10 条第１項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第 10 条第１項の「保安上危険な建築物に対する除却命令等」の処分基準を準用する。 

 



都市６－17 

不利益処分の内容 緊急時の危険煙突等に対する仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第 10 条第４項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 

都市６－18 

不利益処分の内容 工事現場の危害防止のための除去等是正命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第 90 条第３項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第１項の「違反建築物に対する是正命令」の処分基準を準用する。 

 



都市６－19 

不利益処分の内容 緊急時の工事現場の危害防止のための仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第 90 条第３項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 

都市６－20 

不利益処分の内容 緊急時の工事現場の危害防止のための工事施工停止命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第 90 条第３項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第 10 項の「緊急時の違反建築工事に対する工事施工停止命令」の処分基準を準用する。

 



都市６－21 

不利益処分の内容 工事中の建築設備に係る措置命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第１項（第 90 条の２第１項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第 90 条の２第１項の「工事中の特殊建築物に係る措置命令」の処分基準を準用する。    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更日 平成８年４月１日

 

都市６－22 

不利益処分の内容 違反製造施設等の除却等の命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第２項（第９条第１項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第１項の「違反建築物に対する是正命令」の処分基準を準用する。 

 



都市６－23 

不利益処分の内容 違反製造施設等の使用禁止命令等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第２項（第９条第７項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 

都市６－24 

不利益処分の内容 違反建築工事の施工停止命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第２項（第９条第 10 項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第 10 項の「緊急時の違反建築工事に対する施工停止命令」の処分基準を準用する。 

 



都市６－25 

不利益処分の内容 危害防止のための除却等措置命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第２項（第 87 条の２準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第１項の「違反建築物に対する是正命令」の処分基準を準用する。 

 

都市６－26 

不利益処分の内容 緊急時の使用禁止、使用制限命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第２項（第 87 条の２準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 



都市６－27 

不利益処分の内容 危害防止のための工事停止命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第２項（第 87 条の２準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第 10 項の「緊急時の違反建築工事に対する施工停止命令」の処分基準を準用する。 

 

都市６－28 

不利益処分の内容 工事中の建築設備に係る措置命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第２項（第 87 条の２準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第 90 条の２第１項の「工事中の特殊建築物に係る措置命令」の処分基準を準用する。 

 



都市６－29 

不利益処分の内容 違反看板等に対する是正命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第３項（第９条第１項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第１項の「違反建築物に対する是正命令」の処分基準を準用する。 

 

都市６－30 

不利益処分の内容 緊急時の違反看板等に対する仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第３項（第９条第７項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 



都市６－31 

不利益処分の内容 緊急時の違反看板等の設置の工事に対する施工停止命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第３項（第９条第 10 項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第 10 項の「緊急時の違反建築工事に対する施工停止命令」の処分基準を準用する。 

 

都市６－32 

不利益処分の内容 保安上危険な看板等に対する除却命令等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第３項（第 10 条第１項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第 10 条第１項の「保安上危険な建築物に対する除却命令等」の処分基準を準用する。 

 



都市６－33 

不利益処分の内容 緊急時の危険看板等に対する仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 88 条第３項（第 10 条第２項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築工事に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 

都市６－34 

不利益処分の内容 工事現場の危害防止のための是正命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 90 条第３項（第９条第１項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第１項の「違反建築物に対する是正命令」の処分基準を準用する。 

 



都市６－35 

不利益処分の内容 緊急時の工事現場の危害防止のための仮の使用禁止等 

根拠法令及び条項 建築基準法第 90 条第３項（第９条第７項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築物に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 

都市６－36 

不利益処分の内容 緊急時の工事現場の危害防止のための工事施工停止命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 90 条第３項（第９条第 10 項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 6 年 10 月 1 日 

処 分 基 準 

 法第９条第 10 項の「緊急時の違反建築工事に対する施工停止命令」の処分基準を準用する。 

 



都市６－37 

不利益処分の内容 工事中の特殊建築物に係る措置命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 90 条の２第１項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 工事中の特殊建築物に係る措置命令については、法第 90 条の２第１項の規定により、工事の施工

中に使用されている特殊建築物が著しく安全上、防火上又は避難上支障があると認めるときは、当

該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者のうち当該命令を履行させるのに適したもの

に対して行うことができることとされている。 
 命令の内容は、使用禁止、使用制限のほか、安全上、防火上又は避難上必要な措置で、例えば、

工事中に使用する火気の使用方法、工事用資材の管理方法、避難施設等の設置等に関するものであ

るが、状況が多岐にわたるため、工事中の建築物を使用する場合に予想される被害を未然に防止す

るため必要な範囲で行うこととする。 

 

都市６－38 

不利益処分の内容 緊急時の使用禁止、使用制限命令 

根拠法令及び条項 建築基準法第 90 条の２第２項（第９条第７項準用） 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 法第９条第７項の「緊急時の違反建築に対する仮の使用禁止等」の処分基準を準用する。 

 



都市６－39 

不利益処分の内容 分別解体等の計画の変更等措置命令 

根拠法令及び条項 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 10 条第３項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 14 年８月１日 

処分基準を設定しない理由 

 分別解体等の計画の変更等措置命令は、法第 10 条第３項に基づき法施行規則第２条に定める基準

に適合しているかどうかについて審査し、決定するため、処分基準は設定しない。 

 

都市６－40 

不利益処分の内容 分別解体等の適正な実施のための措置命令 

根拠法令及び条項 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 15 条 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 14 年８月１日 

処 分 基 準 

 分別解体等の適正な実施のための措置命令は、正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必

要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するため特に必要があると認める

ときに、対象建設工事受注者又は自主施工者に対し行うことができることとされている。 
 命令の内容は、第４条第１項の指針を勘案して最小限必要な範囲内において行う。 
 ここで、「正当な理由」とは、次に掲げる場合をいう。 
１ 災害時の応急仮設建築物に係る工事である場合 
２ 緊急を要する災害復旧工事である場合（単なる災害復旧工事である場合は除く｡） 
３ 有害物質等により建築物等が汚染されている場合 
４ 火災等により特定建築資材が著しく損傷している場合 
５ その他１から４までの状態に準ずると市長が認めた場合 
 また、「特に必要がある」とは、法第 14 条の規定により助言又は勧告を行った場合で、なおかつ

それに従わないときとする。 

 



都市６－41 

不利益処分の内容 耐震改修に対する改善命令 

根拠法令及び条項 建築物の耐震改修の促進に関する法律第 20 条 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 12 年９月 26 日 

処 分 基 準 

 耐震改修に対する改善命令については、建築物の耐震改修の促進に関する法律第 17 条の規定によ

り、認定された計画に従って工事を行っていないと認められるときは、当該建築物の改修を行う認

定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ

るとされている。 
 命令の内容は、認定した計画の範囲で、法の規定に適合したものとするための最小限必要なもの

である。 
 ここで、「相当の期限」とは、個々の具体的な内容に応じ、改修工事に要する期間を考慮して設定

する。 
 
 
 
 
 
 
 

変更日 平成 23 年 11 月 30 日

 

都市６－42 

不利益処分の内容 耐震改修の計画の認定の取消し 

根拠法令及び条項 建築物の耐震改修の促進に関する法律第 21 条 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 12 年９月 26 日 

処 分 基 準 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律第 20 条に定めた処分基準に従わないで、工事を行った場合

に、認定を取り消す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更日 平成 23 年 11 月 30 日

 



都市６－43 

不利益処分の内容 特別特定建築物に対する基準適合命令 

根拠法令及び条項 高齢者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 15 条 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日  

処分基準を設定しない理由 

 政令で定める規模以上の特別特定建築物の建築又は維持保全をする者に対する是正命令は、法第

14 条第１項又は第２項の規定に適合しているかどうかについて審査し、決定するため、処分基準は

設定しない。 

 

都市６－44 

不利益処分の内容 認定事業者に対する改善命令 

根拠法令及び条項 高齢者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 21 条 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 19 年３月 31 日 

処 分 基 準 

 認定事業者に対する改善命令は、法第 17 条第 3 項の計画の認定を受けた計画に従って特定建築

物の建築又は維持保全を行わない場合に行うが、具体的には故意又は悪意の有無及びその程度、違

反の程度、その理由その他を総合的に判断して、必要な範囲内において行う。 
 

 



都市６－45 

不利益処分の内容 計画の認定の取消し 

根拠法令及び条項 高齢者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 22 条 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 19 年３月 31 日 

処 分 基 準 

 認定者が法第 21 条の規定による改善命令に従わなかった場合に行う。 
 

 

都市６－46 

不利益処分の内容 浄化槽設置計画の変更命令等 

根拠法令及び条項 浄化槽法第５条第３項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成６年 10 月１日 

処 分 基 準 

 当該浄化槽の設置に際し、設置計画又は変更計画が、浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこ

れに基づく命令及び条例の規定に適合しているかを判断して設置計画の変更及び廃止の命令をす

る。 
 適合するかどうかの判断は、浄化槽法第５条第３項並びに平成 18 年 12 月 7 日付け「浄化槽の設

置に関する建築確認等の取扱いについて」に基づく。 
 

変更日 平成 18 年 12 月１日

 



都市６－47 

不利益処分の内容 認定長期優良住宅建築等計画の改善命令 

根拠法令及び条項 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 13 条第１項 

担  当  課 建築指導課 処分権者 市 長 

設  定  日 平成 22 年６月４日 

処 分 基 準 

 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築及び維持保全を行っていないと認めるとき。 

 

都市６－48 

不利益処分の内容 計画の変更の改善命令 

根拠法令及び条項 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 13 条第２項 

担  当  課 建築指導課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 22 年６月４日 

処 分 基 準 

 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲渡人を決定せず、又はこれを決定した

にもかかわらず、第９条第１項の規定による第８条第１項の変更の申請をしていないと認めるとき。

 

 



都市６－49 

不利益処分の内容 計画の認定の取消し 

根拠法令及び条項 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 14 条第１項 

担  当  課 建築指導課 処分権者 市 長 

設  定  日 平成 22 年６月４日 

処 分 基 準 

 法第 14 条第１項の規定によるとき。 

 


